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Ⅰ いじめ問題に関する基本的な考え方 
 

はじめに 

 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせる恐れがあるものである。 

本校では、児童の尊厳を保持する目的のもと、国・県・市・学校・地域住民・家庭その

他の関係者が連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、「いじめ防止対策推進

法」（以下、「法」という。）第１３条の規定に基づき、校長が、いじめの防止等（いじめの

防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処）のための対策を総合的かつ効果的に推進す

るために「明神小学校いじめ防止基本方針」を策定する。 

「明神小学校いじめ防止基本方針」の策定及び見直しに関しては、本校教職員はもちろ

ん、保護者、学校評議員等から幅広く意見を聴取し、また学校評価項目に位置づけて行

う。そして、いじめ問題の対応にあたっては、法を遵守し、児童、保護者等に対して隠蔽

や虚偽の説明は行わないことを誓う。 

 

１ いじめの定義 

 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児 

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 （いじめ防止対策推進法第２条） 

 
※けんかやふざけあいであっても児童が感じる被害性に着目して、いじめかどうか判断する。 

 

２ 本校のいじめ防止に係る基本理念 

 

（１）すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の

内外を問わずいじめが行われなくなるようにするとともに、いじめの早期発見に

努める。 

（２）すべての児童がいじめを行わず、他の児童に対して行われるいじめを認識しなが

らこれを放置することがないようにするため、いじめが児童の心身に及ぼす影響

その他のいじめの問題に関する児童の理解を深める。 

（３）いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが重要であり、児童がいじめ

を受けていると思われるときは、適切かつ迅速に銚子市教育委員会、地域住民、

家庭、その他関係機関との連携を図る。 

（４）いじめを未然に防ぐための取組や早期発見するための工夫や考え方、いじめの早

期対応等に関して計画的に研修を行い、教職員の資質向上を図る。 

 

 

 

 

 



３ いじめ解消の定義 

 

「いじめ解消」とは、（加害）行為がやんでいる状態が３カ月継続し、被害児童が心身 

の苦痛を感じていないことを面談等で確認していることをいう。 （文部科学省） 

 

※いじめが再発しないよう日常的に注意深く観察する。 

※３カ月より長期の期間を設定する場合もある。 

 

Ⅱ いじめ防止対策組織 
 

１ いじめ防止対策委員会の設置 

いじめ防止対策委員会を中心に、長欠対策委員会や教育支援委員会と連絡を密に連

携を図り、定期的にいじめや問題行動の状況、長欠の状況、特別支援に関する情報、

教育相談からの情報、生徒指導上の問題等について情報共有し、いじめの未然防止・

早期発見・早期解消に努める。 

２ 構成員 

校長、教頭、教務主任、特別支援教育コーディネーター、教育相談担当、長欠対策

担当、生徒指導担当、養護教諭、当該学年主任、（スクールカウンセラー） 

※必要に応じて、外部の専門機関の関係者も加える等柔軟に組織する。 

 

Ⅲ 具体的な取組 
 

１ いじめの未然防止 

児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがい

じめの防止に資することを認識し、全ての教育活動を通じた道徳教育及び教育相談、

体験活動等の充実を図るとともに、児童の自己存在感と自尊感情を育むことができる

よう、一人一人が認められ、互いに相手を思いやるような学級経営の充実を図る。ま

た、暴力・暴言の排除、過度な競争意識をあおり児童にストレスを与える指導を見直

し、学校全体でのいじめの防止に努める。 

 

（１）児童一人一人を大切にし、生徒指導の機能を生かした「わかる授業」を展開し、確

かな学力の向上を図ることにより、学習に対する達成感や成就感を味わわせる。 

（２）道徳の授業において、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培い、自他の生命

の尊さや生きることのすばらしさの自覚を深めることにより、「いじめは、人間とし

て絶対に許されない」という認識が強くもてるようにする。保護者、地域への道徳

の授業公開を通じて、地域全体でいじめ撲滅を目指すための啓発活動を行う。 

（３）千葉県教育委員会による「豊かな人間関係づくり実践プログラム（ピアサポート）」

による授業を実施し、豊かな人間関係づくりのためのコミュニケーション能力の育

成を図る。 

（４）学校行事等による異学年交流や、総合的な学習の時間における福祉活動等を通し

て、他者を思いやる心情を養う。 

（５）児童会ＶＳによる「命を大切にするキャンペーン」、「いじめ撲滅キャンペーン」等

を実施し、児童自らがいじめ防止に対する意識を高められるようにする。 

 



（６）人権教育や LGBTQ に関する研修を通じて、教職員の不適切な言動が、いじめを助

長することがあることを自覚し、暴力や暴言の排除を目指し、児童の気持ちを大

切にした温かみのある教育活動に取り組む。 

（７）インターネットやＳＮＳへの書き込み等に関する「ネット教室」を、外部から講

師を招いて児童や保護者を対象に実施し、「ネットいじめ防止」の意識を高められ

るようにする。 

（８）生徒指導部会を月２回行い、全校児童の現状把握と情報共有を行う。 

 

２ いじめの早期発見 

「いじめは、どの学級でも、どの児童にも起こりうるものである」という基本認識

に立ち、全職員で児童を見守る。また、いじめの傍観者になることのないよう、児童

に対しては「いじめを見過ごすことも許されない」という強い認識を持てるよう、

様々な機会を通じて指導していく。 

（１）毎月一回、全児童を対象とした「生徒指導アンケート」調査を行い、早期発見に

努める。 

（２）全児童を対象とした、学級担任による教育相談週間を年２回設ける。（５月、９月）

（３）校舎Ａ棟及びＣ棟１階に「悩み相談箱」を設置し、教頭及び養護教諭等が、児童 

 からの悩みごとの相談窓口となり、いじめの事実について随時把握できるように

する。 

（４）学校及び法務局、県教育委員会等の関係機関が相談窓口を開設していることにつ

いて、児童及び保護者に周知する。 

 

いじめ相談窓口一覧 

○銚子市立明神小学校 ２２－２０００（教頭） 

○関係機関 

・銚子市教育委員会 ２４－８１９７ 

・銚子警察署生活安全課 ２３－０１１０ 

・児童相談所 ２３－００７６ 

・銚子市役所 ２４－８１８１ 

・適応指導教室（青少年指導センター内） ２１－０３４５ なやみ言おう 

・２４時間子供ＳＯＳダイヤル（全国共通） ０１２０－０－７８３１０ 

・千葉県子どもと親のサポートセンター（２４時間） ０１２０－４１５－４４６ 

・子どもの人権１１０番（全国共通） ０１２０－００７－１１０ 

（千葉法務局内 月～金８：３０～１７：１５） 

・ヤングテレホン（千葉県警察少年センター） ０１２０－７８３－４９７ 

・千葉いのちの電話 ０４３－２２７－３９００ 

・チャイルドライン千葉 ０１２０－９９－７７７７（月～土１６：００～２１：００） 

 

３ いじめへの早期対応 
（１）「いじめられる側は悪くない」という共通認識に立ち、児童等からいじめに係る相

談を受けた場合、直ちに管理職へ報告し、事実の有無を確認する。その際、本人

や保護者へ徹底して守り抜くことを伝え、いじめ被害者の心情に寄り添った対応

策を示す。 

 



（２）いじめに関する聴き取りは、複数の教員で行い、正確に記録する。いじめの事実

が確認された場合は、担任等の特定の教職員で抱え込まないように、「臨時いじめ

防止対策委員会」を開き、早急に学校組織としての対応を協議する。 

（３）いじめを行った児童には、被害者や通報者に圧力などをかけないように、また、

同じことを繰り返さないように、自らの行為の過ちを理解させ、反省を促し、再

発防止を図る。その後、双方の保護者へ事実を連絡する。 

（４）いじめの事実が確認された場合、いじめをやめさせるとともに再発を防止するた

め、校内の複数の教職員が、スクールカウンセラー等の心理、福祉等に関する専

門的な知識を有する者等の協力を得ながら、いじめを受けた児童及びその保護者

に必要な支援を行う。また、いじめを行った児童に対する指導とその保護者に必

要な助言を行う。 

（５）いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるよう、教室以外の場所を確保す

るなどの必要な措置を講じるとともに、いじめを行った児童に対する出席停止の

措置について検討する。 

（６）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、所轄警察署と連

携して対処する。 

（７）いじめの加害者、被害者だけでなく、周囲ではやし立てたり傍観して暗黙の了解

を与えている児童へも「いじめは、人間として絶対に許されない」ということを

繰り返し指導する。 

 

４ 校内研修 
（１）本方針の共通理解 

（２）『いじめ防止指導資料集』、『いじめ防止啓発リーフレット』、『いじめ防止啓発カー

ド』、『生徒指導の充実のために』等、資料を活用した研修 

（３）銚子市学校警察連絡協議会研修会への参加と研修内容の活用 

（４）いじめ防止対策研修会及び児童生徒の自殺予防対策研修会等への参加と研修内容

の活用 

（５）『いじめ対策に係る事例集』（文科省）の活用 

 

５ 保護者や地域との連携 
（１）本方針の本文及び概要版を学校だより、学校ホームページ等で公表し、保護者や

地域住民の理解・協力を得られるよう努める。 

（２）家庭や地域社会と連携して、いじめ問題の解決を進める姿勢を示すとともに、地

域の児童民生委員との連絡協議会、警察・児童相談所等との円滑な連携や情報の

共有に努める。 

（３）親師会（ＰＴＡ）や地域の関係団体とともに、いじめ根絶に向けて、地域ぐるみ

の対策の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 



６ いじめによる重大事態への対処 
（１）重大事態の定義 

 

重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重

大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「いじめにより当該学校に在籍する

児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めると

き」と定義されている。           （いじめ防止対策推進法第２８条） 

 

（２）重大事態の発生を防ぐために、平時より生徒指導部会にて児童の微細な変化等に

ついて共通認識を測り、情報を全職員に共有することで、いじめ問題に対し、学

校全体で協力体制を整え対応できるようにする。 

（３）重大事態発生の場合は、校長または市教育委員会が「学校いじめ調査委員会」を

招集する。「学校いじめ調査委員会」の構成メンバーは、「いじめ防止対策委員会

（生徒指導部会）」のメンバーに学校運営協議員などの第三者を加えて構成する。 

（４）重大事態が発生した場合には、市教育委員会と連携を図り、学校いじめ調査委員

会が調査により詳細な事実関係を明確にする。また、その結果については、市教

育委員会に報告するとともに、いじめを受けた児童及びその保護者に必要な情報

を提供する。 

（５）児童及び保護者からいじめの重大事態発生の申立てがあった場合、校長または市

教育委員会が「学校いじめ調査委員会」を招集する。また、児童及び保護者から

の申立てについて、法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかであ

る場合を除き、上記（４）の調査及び報告を行う。 

（６）自殺事案や被害者と加害者の主張が異なる事案、保護者の学校に対する不信感が

強い事案等の発生の場合、市教育委員会指導のもと上記（３）とは別の調査機関

等の協力を得て、調査の中立性・公平性を確保し、詳細な事実関係を明確にす

る。また、その結果については、学校及び市教育委員会が報告を受けるととも

に、いじめを受けた児童及びその保護者に必要な情報を提供する。 

（７）犯罪行為として認められる場合には、直ちに所轄警察署に通報し、適切な援助を

受ける。 

（８）重大事態への対応を行う場合、調査した事実関係をもとに実効性のある再発防止

策の提言防止策についての検討を行う。 

（９）重大事態発生時の手順 

   １ 重大事態の報告 

   ２ 重大事態発生の初動対応 

   ３ 報道等への対応 

   ４ 事前説明を行うにあたっての準備 

   ５ 対象児童・保護者に対する調査実施前の事前説明 

   ６ 関係児童・保護者に対する説明 

   ７ 調査の進め方についての事前検討 

   ８ 調査の実施 

   ９ 対象児童・保護者への調査結果の説明 

   10 いじめを行った児童・保護者への調査結果の説明 

   11 報告及び公表 
   ※令和６年８月付 文部科学省「いじめ重大事態の調査に関するガイドラインチェックリスト」参照 



（10）調査内容 

   ・学校の生徒指導体制 

   ・学校いじめ防止基本方針 

   ・年間の指導計画 

   ・生徒指導部会議事録 

   ・過去の生徒指導アンケート 

   ・教育相談アンケート及び面談記録 

   ・家庭訪問簿 

   ・対象児童からの聞き取りやアンケート 

   ・対象児童保護者からの聞き取りやアンケート 

   ・教職員からの聞き取り 

   ・学校以外の関係機関への聞き取り 
※令和６年８月付 文部科学省「いじめ重大事態の調査に関するガイドラインチェックリスト」参照 

 

（11）報告書の記載内容例 

  以下はあくまで例であり、ケースによっては記載内容を変更する場合がある。 

  

 第一章 本件の概要 

      １ 関係児童 

      ２ 本件の概要 

      ３ いじめの認知及びいじめの重大事態の認定の経緯 

      ４ 第三者委員会による調査について 

   第二章 事実関係の調査 

      １ 調査方針について 

      ２ 調査内容 

      ３ 調査結果 

   第三章 本件が発生した背景・原因 

   第四章 学校・教育委員会の対応 

      １ 担任の対応状況 

      ２ 学校の対応状況 

      ３ 市教育委員会の対応状況 

   第五章 再発防止に向けた提言 

      １ 本調査報告書で指摘した事項についての解決策・改善策 

      ２ 要因・背景調査より再発防止に活かせること 

 

７ 児童の自殺予防  
（１）児童の自殺予防においても組織的に対応し、児童の見守りを強化する。  

（２）『教師が知っておきたい子どもの自殺予防』等を資料として、児童の自殺予防のための研 

修を行う。  

（３）『自分を大切にしよう』の活用による「SOS の出し方教育」を充実させる。 

 

 

 

 



８ 本方針の公表及び取組の点検、評価 
 （１）前述のように本方針を公表し、学校、保護者、地域の連携を図る。また、本方針につい 

て、保護者会、ミニ集会、学校評議員会等の機会において説明する。 

 （２）本校のいじめ問題の取組について、学校評価及び学校評議員会等において点検、評価し、 

必要に応じて本方針を見直し改定する。 

 

令和 ７年 ４月確認 

令和 ６年１０月改訂 

令和 ４年 ４月改訂 

令和 元年 ５月改訂 

平成３０年１２月改訂 

平成３０年 ２月改訂 

平成２６年 ４月策定 


